
 

よくいただくご質問およびご質問への回答 

 

（主に事業主の方向け） 

 

Ｑ１ 社会保険（健康保険・厚生年金保険）や労働保険（労災保険・雇用保険）に加

入すると、事業主にとってどのようなメリットがありますか。 

Ａ１ 社会保険・労働保険については、厚生年金保険法等により加入が義務付けられ

ています。 

従業員が安心して働ける環境が整備されることにより、労働生産性の増進や優

秀な人材の確保が見込めるとともに、企業間の公平な競争が確保され、業界の健

全な発展につながります。 

 

Ｑ２ 社会保険・労働保険に加入すると、従業員にとってどのようなメリットがあり

ますか。 

Ａ２ 厚生年金保険に加入すると、高齢になったとき、障害の状態になったとき、亡

くなったときに、年金等が支給されます。 

また、健康保険に加入すると、病気等で仕事を休み給与が支給されない時に傷

病手当金が支給されます。 

また、仕事中・通勤中のけがや病気の場合には労災保険から、失業した場合に

は雇用保険から給付が行われます。 

    

Ｑ３ 社会保険・労働保険の適用が確認できない事業所の情報を厚生労働省に情報提

供するのはなぜでしょうか。 

Ａ３ 事業主の皆様には、全ての法令を遵守していただきたいと考えています。 

社会保険・労働保険については、厚生年金保険法等により加入が義務付けられ

ており、社会保険・労働保険の加入促進については、労働者の福祉の向上、人材

の確保等の観点からも重点的に取り組む必要があります。 

そのため、この度、業の新規許可時において、社会保険・労働保険の加入状況

を確認し、適用されていることが確認できない事業所の情報を厚生労働省に情報

提供する取組を実施することとなりました。 
 

※ 中小零細事業を中心に、社会保険・労働保険の加入手続を行わない事業主が一定程度存

在しており、これを防止するため、建設業等においては、国土交通省地方整備局や都道府

県等が、業の許可等の際に、社会保険等が適用されていることが確認できない事業所を把

握し、その情報を日本年金機構や都道府県労働局に情報提供する取組が実施されています。 

 

 

【参考４】 



Ｑ４ 情報提供を行う根拠を教えて下さい。根拠法令はあるのでしょうか。 

Ａ４ 厚生労働省からの協力依頼の通知に基づき、情報提供を行います。 

社会保険・労働保険については、厚生年金保険法等により加入が義務付けられ

ており、厚生年金保険法等においては、厚生労働大臣が地方自治体等に資料の提

供を求めることができる旨が定められています。 
 

（参考１）厚生年金保険法（抜粋） 

第百条の二  

２ 実施機関は、被保険者の資格（中略）に関し必要があると認めるときは、官公署（中

略）に対し、法人の事業所の名称、所在地その他の事項につき、必要な資料の提供を求

めることができる。 

 ５ 厚生労働大臣は、第一号厚生年金被保険者の資格（中略）に関し必要があると認める

ときは、第一号厚生年金被保険者（中略）の氏名及び住所、個人番号（中略）、資格の

取得及び喪失の年月日、被保険者等の勤務又は収入の状況その他の事項につき、官公署、

健康保険組合若しくは国民健康保険組合に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信

託会社その他の機関若しくは事業主その他の関係者に報告を求めることができる。  

※ なお、同法第百条の四により、同法第百条の二第二項の事務については日本年金機構

に委任するが、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない旨、規定されています。 

 

（参考２）労働保険の保険料の徴収等に関する法律 

第四十三条の二 

行政庁は、保険関係の成立又は労働保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に

対し、法人の事業所名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。 

 

Ｑ５ 厚生労働省に提供された情報はどのように利用されるのでしょうか。 

Ａ５ 厚生労働省が日本年金機構及び都道府県労働局に情報を提供し、日本年金機

構・都道府県労働局が社会保険・労働保険の加入勧奨を実施します。その他のこ

とには利用されません。 

 

Ｑ６ 社会保険・労働保険に加入していない場合、各業法上の開設許可等を得られな

いのでしょうか。 

Ａ６ 各業法上の開設許可等の要件を満たしている場合は、許可等を得ることができ

ますが、社会保険・労働保険の適用が確認できない事業所として、事業所情報を

厚生労働省に提供します。 

 

（主に地方自治体向け） 

 

Ｑ７ 各業の新規許可（届出、指定、登録等含む）の場合にのみ社会保険や労働保険

の加入状況を確認するのはなぜでしょうか。更新時には確認しないのでしょうか。 

Ａ７ すでに事業を行っている事業所に対しては、これまでも、日本年金機構・都道



府県労働局において、加入指導等を実施しており、社会保険・労働保険が未適用

の可能性がある事業所数は順次減少しているところです。 

社会保険・労働保険の未適用事業所対策については、すでに事業を行っている

事業者への対応だけではなく、新規に事業を開始する方への対策が重要だと考え

ており、地方自治体等に各業の新規許可時に社会保険・労働保険の加入状況を確

認していただき、加入が確認できなかった事業所の情報を厚生労働省に情報提供

いただきたいと考えております。 

 

Ｑ８ 必ず７月１日から実施しなければならないのでしょうか。 

Ａ８ 地方自治法上の技術的助言として実施をお願いするものですので、実施体制が

整わない場合は、体制が整い次第実施していただくようお願いします。 

 

Ｑ９ 社会保険・労働保険に加入していることが確認できる書類の写しを事業主に提

出してもらう必要はありますか。 

Ａ９ ①書類の提示、②書類の写しの提出のどちらでも結構です。 

 

Ｑ10 事業主から提出された、「社会保険及び労働保険の加入状況にかかる確認票」

や、社会保険・労働保険に加入していることが確認できる書類の写し、厚生労働

省に情報提供する「適用未確認事業所リスト」については、何年間保存したらよ

いでしょうか。 

Ａ10 保存期限等については、各地方自治体の文書管理規定に基づきご判断ください。 

 

Ｑ11 社会保険・労働保険への加入を確認するために必要な資料の写しが事業主から

提出されない、ないし、資料が提示されない場合はどうしたらよいでしょうか。 

Ａ11 事業所の情報を厚生労働省に提供していただくようお願いします。 

 

Ｑ12 厚生労働省に事業所情報を提供することは、「行政機関の保有する個人情報の

保護に関する法律」に違反しませんか。 

Ａ12 社会保険・労働保険については、厚生年金保険法等により加入が義務付けられ

ており、厚生年金保険法第１００条の２や、労働保険の保険料の徴収等に関する

法律第４３条の２等においては、厚生労働大臣が地方自治体に資料の提供を求め

ることができる旨が定められています。 

   地方自治体から提供いただいた事業所情報は、社会保険等の加入勧奨以外の目

的では利用されないため、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」

には違反しません。 

 


